
 

 

【概要】 

〇令和７年度人間ドック事業 

対象者・・・４月１日現在、30～50 歳未満の偶数年齢、39歳、49歳及び 50 歳 

以上の一般組合員及び短期組合員（任意継続組合員は対象外）も 

しくは互助会員（互助継続会員を含む） 

助成額・・・23,600 円  

〇令和７年度器官別検診事業 

対象者・・・人間ドック承認者を除く一般組合員及び短期組合員（任意継続組 

合員は対象外）もしくは互助会員（互助継続会員を含む） 

 助成額・・・全額（自己負担額なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

令和７年度人間ドック・器官別検診事業のお知らせ 

  

令和６年 12月の共済組合新潟支部運営審議会において、令和７年度健康管理事業の実施方針が

承認されました。 

詳細は、３月の運営審議会で正式に決定された後、令和７年４月１日（予定）に所属へ発出

する通知を御覧ください。なお、通知は当共済組合新潟支部ホームページにも掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【担当】健康管理係 電話 025-283-5170（直通） 
 

にいがた福利だより
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「こころの相談事業」を御利用ください 

                 

 

 

仕事や家庭のことなど悩みがありましたら、一人で抱え込まずに気軽に御相談ください。 

 

◆ 対象者 

 ① 村上市、関川村、五泉市、阿賀町にある学校に勤務している方 

 ② 上越市、妙高市、糸魚川市にある学校等に勤務している方 

※ 正規職員のほか講師、会計年度任用職員（非常勤講師等）を含みます。 

 

◆ 相談例 

 (本人相談) 

  「よく眠れない」「元気がでない」「職場の人間関係に悩んでいる」等 

 (管理職相談) 

  「メンタル不調かもしれない職員へのフォローやアドバイスをどうしたらいいか」「メン

タル不調で休んでいる職員の職場復帰をどう進めたらよいか」等 

 

◆ 相談方法 

  面接相談 予約制 約 60分 １事例３回まで無料 

 

◆ 場 所 

 ① 村上地域振興局（村上市田端町 6-25）、新潟地域振興局（新潟市秋葉区新津 4524-1） 

 ② 上越地域振興局（上越市本城町 5-6）、糸魚川地域振興局（糸魚川市南押上 1-15-1） 

 

◆ 申込先 

  日本産業カウンセラー協会上信越支部新潟事務所（9:00～17:45） 

  （電話）０２５－２９０－３８８３ 

  

   

 

 

 

 

※ 詳しくはチラシを御覧ください。 

 

【担当】健康管理係 電話 025-280-5596（直通） 

 

抱え込まずに、まず相談 「こころの相談事業」を御利用ください。 出張します 

・ お悩みを身近な人へ相談しにくい方 

・ 人事異動などで職場環境にストレスを感じている方 

・ 新任管理職でラインケアにお困りの方 等にお勧めです。 

お気軽に御相談ください！！ 
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令和６年度

「こころの相談事業」
お近くの地域振興局に出向きます

以下の場所に勤務する県立・市町村立学校の全職員の方（管理職含む）

対象者

① 村上市、関川村にある学校に勤務されている方
② 五泉市、阿賀町にある学校に勤務されている方
③ 上越市、妙高市、糸魚川市にある学校に勤務されている方

新潟県教育委員会こころの健康相談員訪問事業担当：教育庁福利課健康管理係

概 要

【相談例】
（本人の相談例）
・眠れない、元気がでない等のメンタル不調についての相談
・仕事・職場等の人間関係の相談
・精神疾病による長期休暇からの復職不安の相談 等

（管理職の方の相談例）
・不調の兆しのある教職員への対応についての相談
・休職していた方の復職をどのように支援すればよいかの相談
・医療機関との調整をどのように進めればよいのかの支援方法の相談
・学校全体でのチームケア促進支援の相談 等

予約制の面談で約60分、１事例３回まで相談可能です。

相談内容の守秘義務は厳守されます。

職場・こころの悩み等のご相談をお受けします。
お気軽にご利用ください!!

服務は、各所属の取扱いになります。
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会 場

① 村上地域振興局 （村上市田端町６-25）

② 新潟地域振興局 （新潟市秋葉区新津4524-1）

③-1 上越地域振興局 （上越市本城町５-６）

③-2 糸魚川地域振興局 （糸魚川市南押上１-15-１）

お申込み
お問い合わせ

日本産業カウンセラー協会上信越支部新潟事務所

電話 025-290-3883
(平日(祝日除く)9:00～17:45)

新潟県教育委員会こころの健康相談員訪問事業担当：教育庁福利課健康管理係

１ 申込先へお電話いただき、最初に「公立学校職員こころの相談事業」と
お伝えください。

３ 日本産業カウンセラー協会上信越支部新潟事務所が日程等の調整後、
折り返しの連絡を行います。

２ 次に『相談希望日時（第３候補まで）』、『希望会場』、『日中連絡可能な
電話番号』をお伝えください。

申込方法

産業カウンセラーとは？

職場等のストレスや心の問題に関するカウンセリング、
仕事・職業の生き方や能力開発におけるキャリアの支援、
職場の人間関係開発・職場環境改善への支援の分野で活躍
するスペシャリストです。
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リスクの該当項目が 
 １つの方  動機付け支援レベル 
 ２つ以上の方  積極的支援レベル 

リスクの該当項目が 
 １～２つの方   動機付け支援レベル 
 ３つ以上の方    積極的支援レベル 

 

動機付け支援 
 
個別面接が１回行われ、保健師・管

理栄養士・看護師などの指導のもと、
実行しやすい目標を立てます。 
実践した後、３～６か月後に評価を

行います。 

積極的支援 

 

個別面接で保健師・管理栄養士・看護師などの

指導のもと実行しやすい目標を立てます。 

電話やメールなどにより３か月以上の継続的支

援を受けながら実践した後、３～６か月後に評価

を行います。 

特定保健指導を受診しましょう！ 

 年度末現在 40歳～74歳の組合員で、定期健康診断や人間ドックでメタボリックシンド

ロームやその予備群と判定された方は、特定保健指導の対象となります。対象となった方

は、積極的に受診し生活習慣の改善に取り組みましょう！ 

 

〇特定保健指導の対象者 

特定健康診査の健診結果をもとに、メタボリックシンドロームに係るリスク要因の数

と問診内容から、生活習慣改善の判定（階層化）を行います。 

                           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※１ 糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している方は、対象となりません。 

※２ 特定健康診査の検査項目は、定期健康診断や人間ドックの検査項目に全て含まれているため、 

検診等受診により特定健康診査を受けたことになります。 

※３ ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

※４ 特定保健指導判定値だけではなく受診勧奨判定値を超えている方でも、服薬・受療等を行って

いない場合は、特定保健指導対象者となります。 

 

〇特定保健指導の内容 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】健康管理係 電話 025-283-5170（直通） 

腹囲が 男性 85㎝以上          
    女性 90㎝以上 
 

 

腹囲が 男性 85㎝未満 
    女性 90㎝未満 でも 
    ＢＭＩ25以上(※３) 

[リスク] 
① 血糖   空腹時(随時)血糖100㎎/dl以上 又は HbA1c(NGSP値)5.6％以上 
② 脂質  空腹時中性脂肪150㎎/dl以上   又は  随時中性脂肪175mg/dl以上 

又は HDLコレステロール40㎎/dl未満 
③ 血圧  収縮期130㎜Hg以上  又は  拡張期85㎜Hg以上 
④ 喫煙歴 あり（①～③のいずれかに該当する場合のみカウント） 
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障害厚生年金支給 

病気やケガで働きにくくなったときの給付制度 

 病気やケガで一定の障害状態になった場合や、勤務できなくなり給料の全部または一部

が支給されない場合に給付を受けられる、福利厚生制度があります。 

該当すると思われる方は各担当係へ御相談ください。 

 

１ 障害厚生年金 

障害厚生年金は、在職中に初診日のある病気(精神疾患を含む)やケガにより一定以上

の障害状態になった場合に支給される年金で、在職中でも支給されます。 

●受給要件 

①～③の全てを満たしていることが必要です。 

① 初診日 その傷病について初めて医師等の診療を受けた日 (初診日) に組

合員であること 

② 障害認定日 

・障害等級 

初診日から１年６月を経過した日又は１年６月を経過する前に症

状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日（障害認定

日）に障害等級(注)の１～３級に該当すること 

③ 保険料納付 初診日の前々月までの保険料納付期間及び保険料免除期間を合算

した期間が、公的年金制度の加入期間の３分の２以上あること 

(注) 障害の等級は共済組合が認定する等級であり、障害者手帳の等級とは異なります。 

 
 

組合員資格    初診日      障害認定日 

の取得     （一般組合員期間中）   （障害等級に該当） 

 

  

             ←    １年６月   → 

        

 

●障害認定日の特例症例 

以下の症例の場合は、初診日から１年６月経過していなくても障害認定を受ける

ことができます。 

上肢・下肢を離断又は切断、人工骨頭又は人工関節を挿入・置換、心臓ペー

スメーカー又は人工弁を装着、人工透析療法施行、人工肛門又は尿路変更術

施行、人工膀胱を造設、喉頭全摘出手術、在宅酸素療法実施 

 

●事後重症制度 

障害認定日には障害等級に該当しない程度でも、その後症状が 

重くなり、65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当する 

状態になったときは、その時点から障害厚生年金を受けることが 

できます。 

【担当】年金係 電話 025-283-5101 又は 025-283-5119  

※初診日の時点が短期組合員の場合は年金事務所にご相談ください

  

傷病発生 
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２ 傷病手当金・傷病手当金附加金 

公務によらない病気やケガで勤務できなくなった場合で、給料の全部または一部が支

給されないときに、共済組合から支給されます。 

通常は、無給休職になった場合や無給の病気休暇となったときに支給されますが、支

給要件に該当するかどうかは、所属からの連絡により共済組合が個別に判断します。 

●支給要件 

傷病により連続３日間勤務することができなかった日以降の期間 

について、給料の全部または一部が支給されないとき。 

●支給期間 

（１）傷病手当金は支給開始日から１年６か月。その後も引き続き 

勤務できないときは、傷病手当金附加金が６か月。 

（２）結核性の病気の場合は、退職後３年間。 

●給付額 

支給期間１日につき                     ×2/3  

 

●障害厚生年金との調整 

傷病手当金と同一の傷病による障害厚生年金等が支給された場合、傷病手当金の

支給額が調整されます。遡って年金が支給・決定された場合は、傷病手当金の返還

が生じる場合があります。 

【担当】福祉給付係 電話 025-283-5102  

 

３ 傷病見舞金 

傷病により休職発令されたときに給付されます。 

（一財）新潟県教職員互助会の会員が対象です。 

●給付額 

月額 9,000円 

【担当】互助厚生係 電話 025-283-7511  

 

４ 障害見舞金 

負傷または疾病治療の結果、身体に障害を残し、身体障害者手帳の交付を受けたとき

に一時金として給付されます。障害等級が変更となり障害者手帳の再交付を受けた場合

は変更前の等級との差額が給付されます。 

（一財）新潟県教職員互助会の会員が対象です。 

●給付額 

障害等級 給付額 障害等級 給付額 

 １ 級 130,000円  ４ 級 70,000円 

２ 級 110,000円  ５ 級 50,000円 

 ３ 級 90,000円 ６ 級 30,000円 

 

【担当】互助厚生係 電話 025-283-7511  

支給開始日の属する月以前の直近の継続した 
12月の標準報酬月額の平均額×1/22 
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年度末の退職・異動に伴う保険証等（組合員証等）の返却等について 

退職する方及び他の共済組合（公立学校共済組合他支部を含む）へ異動する方は、４月

１日以降は現在お持ちの保険証等（組合員証、被扶養者証、資格確認書等）は使用できま

せん。（ただし、再就職等により公立学校共済組合新潟支部の組合員資格が引き続く場合を

除きます。）保険証等は、被扶養者となっている家族の分も含め、所属（勤務先）に返却し

ます。（資格情報のお知らせは、返却不要です。） 

※詳しくは、３月上旬に所属あてに送付する通知を御覧ください。 

退職・異動の内容 
保険証等（組合

員証等）の返却 
退職・異動後の保険証等 

退職の翌日から 

暫定再任用職員、 

定年前再任用短時間

勤務職員になる 

返却不要 
引き続き公立学校共済組合員となります。 

※現在の組合員証等をそのまま使用します。 

退職の翌日から 

会計年度任用職員 

になる 
返却して 

ください 

 

ただし、 

退職日・異動

日より資格確

認書の有効期

限が前の場合

は、資格確認

書の返却は不

要です。 

 

例： 

退職日

R7.3.31 

資格確認書 

有効期限 

R7.2.28  

引き続き公立学校共済組合員となりますが、 

職員コード（組合員番号）が変更になります。 

現在の組合員証等は返却してください。 

他の共済組合へ転出

（知事部局、市町村教

育委員会、国の機関、

国立大学法人等） 

異動先の共済組合から資格情報のお知らせや資

格確認書が交付されます。 

※異動先での手続きのため、現在の組合員証等の 

コピーをとっておいてください。 

公立学校共済組合 

他支部へ転出 

（他県の公立学校等） 

転出先の支部から資格情報のお知らせや資格確

認書が交付されます。 

※転出先での手続きのため、現在の組合員証等の 

コピーをとっておいてください。 

上記以外の再就職 

  又は 

再就職しない 

●再就職先で健康保険の適用がある場合 

 →再就職先から資格情報のお知らせや資格確

認書が交付されます。 

●再就職先で健康保険の適用がない場合、又は、 

再就職しない場合 

 →次の①～③のいずれかにより、資格情報のお

知らせや資格確認書の交付を受けます。 

 ①家族の加入する健康保険の被扶養者になる 

 ②公立学校共済組合の任意継続組合員になる 

 ③国民健康保険に加入する 

 

 

 

 

 【担当】福祉給付係 電話 025-283-5102 

  資格喪失後に保険証等を使用した場合は、共済組合が負

担した医療費（原則医療費の７割相当分）を返還していた

だくことになりますので御注意ください。 
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標準報酬額の随時改定に係る保険者算定について 
 

〇標準報酬額の決定方法 

 

４月～６月の３か月に受けた報酬の総額の平均額により掛金等の基礎となる標準報酬月額を決

定しますが、固定的給与の変動があり、変動のあった月から３か月間に受けた報酬の平均額が従前

の標準報酬に比べて２等級以上の差があるとき、「随時改定」を行うこととなっています。 

 

 

 

 ただし、この「随時改定」による算定結果が著しく不当であるときは、所属からの申し立てによ

り一定の要件のもとで、年間報酬の平均で標準報酬月額を決定する方法が認められています。これ

を「年間平均による保険者算定」といいます。 

なお、短期組合員は日本年金機構へ保険者算定の手続きを行ってください。共済の手続きは不要

です。 

   

〇随時改定に係る年間平均による保険者算定の適用要件 

以下の①～③のすべてを満たし、申立書及び同意書（HPに掲載）を提出すること。 

①  固定的給与の変動の要因に、定期昇給が含まれている。 

②  昇給（降給）月以後の継続した３か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額と年間 

平均額から算出した標準報酬月額に２等級以上の差がある。 

③  ②の２等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる。 

 

〇申立書及び同意書の提出後、年間平均額から算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額の差

が以下に該当すれば、随時改定に係る保険者算定が適用されます。 

（昇給時） 

年間平均額の方が１等級以上高い。 

（降給時） 

年間平均額の方が１等級以上低い。 

 

 

 【担当】企画係 電話 025-283-5100 
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https://bs.benefit-one.inc/

※ 掲載の情報は2025年2月現在の情報です。 ※ 特典内容は一例となります。最新の特典情報と利用方法は会員専用サイトでご確認ください。 
※ ご利用の際は、会員専用サイトにて注意事項を確認の上、ご利用ください。 ※ イラスト・画像はイメージです。 

ベネフィット

便利な新アプリは
こちらからダウン
ロード！

カスタマーセンター 0800-9192-919 受付時間 10:00-18:00（年末年始を除く）

まずはベネアカウントの登録をお願いします。

https://bs.benefit-one.inc/

■ご所属の企業・団体のご担当者様から
周知される団体ID、認証キー1･2を、
初回ログイン画面で入力してください。

■ベネアカウント登録後は、
画面右上の から

ログインしてください。

ベネフィット・ステーション
ご登録はお済ですか？

オフタイムを楽しく過ごすためのグルメ・

ショッピング・レジャー・育児・介護・

自己啓発など、あなたの生活を豊かに

するお得なサービスが140万件以上！

ご自身のライフスタイル・世代問わず

ご利用いただけます！

団体ID :  C00035F0U（共通）

認証キー１：組合員番号（6桁または7桁）

認証キー２：生年月日（西暦8桁）

新生活応援お祝い

【特別会員・申込み専用プラン】
Web申込でいつも半値でおかいもの
『HANNE』 掲載金額よりさらに

4％OFFクーポンプレゼント

小学校入学お祝い

【申込み専用プラン】全員プレゼント

・Ｚ会オリジナルパタメモ
・プレゼント 防犯ホイッスル

高校卒業お祝い

【申込み専用プラン】
会員証クーポンで

AOKI割引クーポンプレゼント

お誕生日お祝い

【申込み専用プラン】

Web申込で申請者全員に100ベネポを

プレゼント

おめでたお祝い

【全員】Web申込で
エンジェリーベWeb限定のお買い物券 

500円分プレゼント ほか

おめでた・出産お祝い（写真撮影）

影）

【デジタルチケット】
スタジオマリオ無料撮影券(マタニティ・
お宮参り・百日祝い撮影)＋四切サイズ写
真1枚 プレゼント

婚約お祝い

Web申込で
【ギフト専門店】ドリームバードで
引き出物・プチギフトに使える
ギフトチケット（お祝いクーポンＩＤ）

2,000円相当プレゼントほか

育休復帰お祝い

【申し込み専用プラン】クーポンでベネ
フィット・ステーションオリジナル

ベビーシッター共通クーポンプレゼント

定年退職お祝いサービス

Web申込で 

narpclub 1年間無料サービス

入学・卒業等お祝い特集

「narpclub（ナープクラブ）」とは、個人で入会をしてベネフィット・
ステーションを ご利用いただけるサービスです。 サービス登録後、
即ご利用いただけます。

【担当】企画係 電話 025-280-5595
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会員証割引事業 モバイル会員証のＩＤとパスワードのお知らせ                          

 

互助会では、会員を対象としたレジャー施設等の利用割引を行っています。 

利用方法や ID とパスワードは、『令和６年度版教職員福利厚生のしおり』P.100を御覧

ください。 

パスワードは毎年度変わります。新年度のパスワードは、４月に所属を通じてお知らせ

します。           

 また、「カード式会員証」が必要な方は、交付申請書を互助会へ提出願います。 

 【様式の入手方法】 

◆ 新潟県教職員互助会ホームページ ＞ 様式ダウンロード ＞ その他事業様式 

 

新潟県教職員互助会ホームページ   https://www.sinkyogo.com/ 

 

 

～☆アトリウム長岡からのお知らせ☆～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】互助厚生係 電話 025-283-7511 

 

 

編集発行  ○新潟県教育庁福利課      TEL 025-280-5595 

○公立学校共済組合新潟支部   TEL 025-283-5100 

○（一財）新潟県教職員互助会  TEL 025-283-7511 

Instagram を開設しました！ 

アトリウム長岡の情報を更新中！★ 

たくさんのフォローといいね！をお待ちして

います♪ 

Instagram アカウントはこちらから！↓ 

ホームページに「会議室空き情報」

を掲載中！貸会場予約の御連絡をお待ち

しております！ 

https://atrium-nagaoka.jp/ 
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